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2広 報

　新年、明けましておめでとうございます。

　恒例の行事であります成人式および出初め式も無事開催されま

した。ご協力いただきました皆様には厚くお礼申し上げます。

　さて昨年を振り返りますと、水害による農作物被害はありましたが、特段大きな台風被害

もなく全村的にみますと比較的被害が少ない方でした。おかげで川村飛行場水路の補修も計

画通り進んでおります。

　ところで当村の大きな課題でありました国営川辺川利水事業も国の予算取り下げにより、

休止の状態になっております。今後は①行政や農家負担の恒久的な軽減策②川辺川の河川環

境への配慮③村内の既得水利権の確保に配慮しつつ、水を望む地域へ低コストで農業用水を

届ける事業を検討する必要があります。また高原台地の区画整理（農道、排水路の整備）そ

して防風林の解除などの施策について受益者負担軽減を前提に進めていくことを考えてい

ます。村としましては今後、地権者の皆様の意見を伺いながら、約20町歩単位で合計80町

歩ほどの区画整理事業を考えております。

　最後になりますが私もこの２月で村長職を辞する覚悟です。この６年間を振り返りますと、

前村長から引き継ぎました上下水道の整備をはじめ道路改良、歩道設置、公営住宅建設、イ

ンターネット（ADSL）の整備など社会資本整備も大半充実してきました。懸案でもありま

す老朽化した「廻り観音橋」の架け替え事業も平成 20 年度の補助事業として採択される予

定です。約１年間、村を不在にするなど、村民の皆様には大変な迷惑もおかけしてきました。

皆様のご支援ならびにご理解のもとに政治家としても成長してきました。本当にありがとう

ございました。

　これからも相良村の発展のために力を尽くして参ります。

新年のごあいさつ新年のごあいさつ新年のごあいさつ

相良村村長

矢 上 雅 義



　平成20年の年頭に当たり、相良村議会を代表して謹んで新年のご挨拶

を申し上げます。

　新しい年は、相良村にとって重要な事項が山積しております。

　まず、利水事業については、昨年末、政府予算に事業費を盛り込まず、

事業発表から40年で休止となりました。この事業計画は、平成１５年に

福岡高裁で敗訴したことにより法的根拠を失い、加えて農業情勢が激変

する中で利水事業にこだわりすぎた気配があります。これからも当地域の農業は基幹産業に変わりは

なく、農家が主人公であることを大原則にして、肝に命じ、謙虚に取り組まなければなりません。

　一方、川辺川ダムについては、計画から既に41年が経過し、ダム建設に対しては賛否両論あります。

そういう中で、下流域住民の間では、洪水時の県営市房ダムの操作が誤っていたので、大水害にあっ

たという意見も聞きます。ダム建設の是非を問う前に、住民の不信を払拭することがとても大事なこ

とです。

　また、ダムありきでは如何なものでしょうか。ダム建設の目的は、洪水時に下流流域住民の生命及

び財産を、水害から守るという一言だと思います。堤防のカサ上げ、河床に堆積した土砂の除去や、

遊水地の確保等で解決出来るのではないでしょうか。

　議会では昨年、国へ河川法の一部改正について意見書を提出致しました。それは河川整備基本方針

に基づく河川整備計画の策定時に、河川流域住民の声を反映させることが出来るようにというもので

す。現在の河川整備計画では、清流川辺川に対する私たち流域住民の声が届いていないような気がし

てなりません。

　利水も、発電も、ダム建設計画から外れ、治水一本のダム建設計画はどのような計画か、非常に興

味や不安があるところです。村議会では、全議員（２名欠席）で島根県益田市にある穴あきダムを視

察しましたが、80～100年に１度の洪水から下流域住民を守るという観点からすれば、もう少し別

の方策があってしかるべきと思います。

　昨年の12月、潮谷県知事の勇退表明に関連して、マスコミに対し、矢上相良村長が県知事選への出

馬意向の発言が報じられました。そこで、12月定例議会の最終日に議会を代表して、副議長から村長

の真意をただしました。その答弁は報道のとおりであります。

これから先の村政を進めるにあたって、一日たりとも猶予はありません。私達議員は、相良村の方向

付けを誤ることのないよう議会運営に努めなければならないと、冷静に判断しているところです。

　今後とも、時代の潮流に遅れることなく、新たな視点で諸問題に取り組んでまいりますので、皆様

方のご支援ご協力を心からお願い申し上げます。

　最後に、相良村の限りない発展と繁栄をご祈念いたしまして年頭のご挨拶と致します。
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新年明けましておめでとうございます。

相良村議会議長

横 山 良 継
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税金について

利水事業について

国道445号四浦田代トンネルの件について

相良村行政改革推進第２次答申の進捗状況について

9月定例議会で質問した耕作放棄地対策進捗状況について

上水道の管理について

子育て支援について

相良村の観光の取り組みについて

ふるさと館の管理委託について

農業集落排水について

耕作放棄地の対策について

議会傍聴について

地域農業の振興について

職員の教育・研修について

川辺川利水事業について

川村飛行用水路余水ばきの安全性について

財政事情の公表について

国民年金保険料の徴収と滞納について

平成19年第9回相良村議会定例会議案目録
議 案 番 号

議案第 71 号

議案第 72 号

議案第 73 号

議案第 74 号

議案第 75 号

議案第 76 号

議案第 77 号

議案第 78 号

議案第 79 号

議案第 80 号

議案第 81 号

議案第 82 号

議案第 83 号

議案第 84 号

議案第 85 号

議案第 86 号

議案第 87 号

諮 問 第 １ 号

陳 情 第 ３ 号

発議第 10 号

発議第 11 号

平成19年度相良村一般会計補正予算（第５号）………原案可決

平成19年度相良村国民健康保険特別会計補正予算（第２号）………原案可決

平成19年度相良村老人保健特別会計補正予算（第１号）………原案可決

平成19年度相良村介護保険特別会計補正予算（第２号）………原案可決

平成19年度相良村簡易水道特別会計補正予算（第２号）………原案可決

平成19年度相良村農業集落排水特別会計補正予算（第３号）………原案可決

平成19年度相良村緑資源機構分収造林特別会計補正予算（第２号）………原案可決

相良村国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について………原案可決

相良村監査委員事務局設置条例の制定について………原案可決

相良村職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について………原案可決

相良村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について………原案可決

相良村職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について………原案可決

相良村職員の自己啓発等休業に関する条例の制定について………原案可決

相良村営住宅条例の一部を改正する条例の制定について………原案可決

相良村生活改善センター条例の一部を改正する条例の制定について………原案可決

相良村上四浦集落センターの設置及び管理に関する条例等の一部を改正する条例の制定について………原案可決

相良村構造改善センター設置及び管理に関する条例等の一部を改正する条例の制定について………原案可決

人権擁護委員候補者の推薦について………答申（候補者適任）

川辺川利水事業についての意見交換会………不採択

割賦販売法の抜本的改正に関する意見書………採択

トンネルじん肺根絶の抜本的な対策を求める意見書………採択

件　　　　　　　　　　　　　　　　　名
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　１月５日（土）、厳しい寒さの中、総合グラウンドにおいて団長以下242人の団員が集結し、新春恒

例の消防出初式が挙行されました。

　開会式のあと、四浦・なつめ・暁保育園・和光幼児園による幼年消防クラブの通常点検が披露され、

引き続き消防団による通常点検・操法競技・放水競技が行われ、日頃、練習した成果を披露されまし

た。

　成績及び被表彰者は次のとおりです。

平成20年消防出初式

●通常点検の部　優　勝　第３分団

　　　　　　　　第２位　第８分団

　　　　　　　　第３位　第５分団

●操法競技の部　優　勝　第４分団第２部（上園）

　　　　　　　　第２位　第３分団第２部（中央）

　　　　　　　　第３位　第８分団第３部（初神）

●放水競技の部　優　勝　第３分団２部（中央）

　　　　　　　　第２位　第４分団２部（上園）

　　　　　　　　第３位　第８分団３部（初神）

熊本県消防協会長表彰
功績章　勤続２０年

山下　　修（本部）

冨永　健一（本部）

永田　秀和（第４分団３部）

荒川　隆司（第５分団１部）

兼田　国明（第５分団２部）

黒肥地　孝一（第８分団１部）

西村　哲也（第１分団１部）

林田　清盛（第８分団２部）

吉本　英明（第８分団２部）

熊本県消防協会長表彰
勤績章　勤続１５年

原口　典和（第３分団２部）

山口　庄一（第６分団１部）

松山　　満（第７分団３部）

東　　信明（第１分団２部）

生田　敦士（第３分団２部）

川邊　昭一郎（第４分団１部）

西村　誠之（第６分団１部）

川辺　浩幸（第３分団１部）

岡村　哲臣（第３分団２部）

宮田　哲也（第４分団１部）

永田　聖史（第４分団１部）

山田　浩二（第４分団３部）

坂口　且祥（第４分団３部）

丸目　和弘（第８分団３部）

村長表彰
勤続３１年

尾方　国良（本部）

勤続２５年

山村　孝行（第９分団第１部）

勤続２１年

岡本　伊智郎（本部）

勤続２０年

桑原　義人（本部）

上村　義浩（第１分団１部）

村山　竜二（第１分団３部）

原口　敏雄（第７分団２部）

永里　哲祐（第８分団１部）

蓑毛　伸弘（第８分団３部）

勤続１５年

桑原　隆行（第１分団３部）

西　　信彦（第４分団３部）

加江　裕二（第４分団３部）

福岡　利幸（第６分団１部）

羽月　一成（第８分団３部）

林田　一行（第９分団１部）

勤続１０年

元田　栄一郎（第１分団３部）

蓑毛　宏幸（第１分団３部）

米田　庄一（第２分団１部）

山田　康雄（第２分団１部）

原先　　毅（第３分団１部）

早川　寛徳（第３分団１部）

福田　浩二（第３分団２部）

森口　靖雄（第４分団１部）

宮原　　猛（第４分団１部）

白石　正和（第４分団２部）

林田　高虎（第４分団３部）

山下　芳朗（第５分団１部）

平川　維一（第７分団２部）

宮田　盛二（第８分団２部）

宮田　淳二（第８分団２部）

佐竹　竜一（第９分団１部）

山下　利彦（第９分団１部）

優良団員

立野　功士（第１分団２部）

中竹　大輔（第２分団１部）

磯田　昌臣（第２分団２部）

土屋　孝弘（第３分団１部）

川上　誠一（第３分団２部）

加登住　隆（第４分団１部）

内元　章詩（第４分団２部）

緒方　秀和（第４分団３部）

田端　　忠（第５分団２部）

森山　優一（第６分団１部）

山内　孝行（第７分団１部）
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　この度、民生委員・児童委員（新任６人・再任10人）が改選されました。任期は平成19年12月１日

から３年間となります。

よ ろ し く お 願 い し ま す 。

上四浦

中四浦

初　神

下四浦

上川上

松馬場

上　園

朝　迫

尾方　国良

再任

伊東　政継

再任

赤坂　芙美子

新任

米田　美巴子

再任

尾方　美和

再任

田頭　明子

再任

坂口　信子

再任

溝口　和美

新任

尾方　則光

再任

岩本　正輝

再任

丸目　奈智

新任

竹崎　英敏

新任

立見　雄治

新任

緒方　裕之

再任

福岡　忠義

再任

山本　裕子

新任

中　央

松　葉

平　原

新　村

十　島

井　沢

主任児童委員

（村内全域）

主任児童委員

（村内全域）

上川下

永　谷

並木野

永　江

担当行政区 氏名・電話番号 担当行政区 氏名・電話番号
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田山 祐太さん
（交通安全宣言）

山口 貴恵さん
（成人者代表謝辞）

　ひとり暮らしの高齢者のために、12 月 21 日（金）に

川辺構造改善センターにて、社会福祉協議会と民生委員

の協力により、毎年恒例になった餅つき会が実施されま

した。

　本村の１人暮らしの高齢者は約 120 人ですが、当日

は38人と四浦保育所あざみ園の園児も参加されました。

餅つき終了後、昼食も準備されており、楽しい時間を過

ごされました。

　参加出来なかった方達にも、つきたての餅が配られ喜

ばれました。

　今回、相良村教育委員会が独自に「相良村漢字検定集」

を作成され、村内の小・中学校の全児童生徒に配布され

ました。

　相良村では、平成 17 年度から相良中学校と相良南・

北小学校を「学力向上研究推進校」に指定し、児童生徒

の学力向上に向けた研究に取り組み、読解力を高める具

体策として、各学年の身に付ける漢字力の定着度を把握

することなど目的に10級（小学1年生程度）から1級（中

学校終了程度）までの10階級で作成されました。

　西浦教育長は「学校教育のみならず家庭教育とも連携

を図りながら、児童生徒の学力向上のための一助けとし

たい。漢字力の向上を目指し、家族ぐるみで挑戦してほ

しい。」と話されていました。

餅つき会漢字検定集

　１月４日午後１時から、総合体育館研修室において、平成 20 年相

良村成人式挙が行され、対象者 90 人（男 44 人、女 44 人）のうち 73

人が出席しました。

　晴れ着姿の成人者を、会場の後ろの席から保護者の皆さんが見守

る中、式典では村長より、「今まで大切に育ててもらった両親に感謝

する気持ちを忘れず、本当に信頼できる仲間をつくり、毎日の生活を

一日一日大事にしてください。」と式辞があり、その後、東千徳教育委員

長、横山良継村議会議長が祝辞を述べられました。

　続いて、中学校３年生時に担任だった恩師３人から激励のことばが述

べられ、新成人のみなさんは、その言葉をしっかり受け止めていました。

　その後、成人者へ記念品の贈呈があり、冨永由貴さんが代表で受け取

りました。

　成人者の自己紹介並びに決意披露では、「国家資格を取るた

め勉強を頑張っています。」「人の役に立てるよう頑張ります。」

「結婚・出産しました。これから子育てを頑張ります。」「就職が

決まったので、親孝行したい。」などと、一人ひとり将来を担う

青年たちのとても力強い決意が披露されました。

　成人者を代表して、山口貴恵さんが、「これからは、相良村に生まれ相良村で育

ってよかったと、いえるような誇れる村づくりに新成人一同、一丸となって努力し

ていきます。今、多数発生している飲酒後の運転による事故等を起こさないよう、

節度ある行動に努め、今まで私たちを育ててくださった両親やお世話になった方々

に深く感謝いたします。」と謝辞を述べ、田山祐太さんが、「これからの社会を担う

私たち新成人の一人ひとりが、交通安全について今一度真剣に考え、交通ルールと

交通マナーの正しい実践を習慣づけ、安全で快適な交通社会の実現に努めます。」

と交通安全宣言を行い、最後に田口道夫収入役の万歳三唱で式典を終了しました。

矢上村長の式辞

冨永 由貴さん
（記念品贈呈）

自己紹介及び決意披露

平成20年

成
人
式

自
覚
と
責
任
を
持
っ
て

　
　
　
　
　

頑
張
り
ま
す
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１．納税相談日の当日に持参すべきもの
  (1) 印  鑑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  (2) 給与所得及び雑所得（年金等）のある方は源泉徴収票

  (3) 農業所得・営業所得・譲渡所得等のある方は収入と支出が証明できる伝票や領収書

      　

 (4) 社会保険料控除（国民年金等）、生命保険料・個人年金保険料控除、損害保険料控除、医療費控除、　

　　 寄付金控除等を受けられる方は、平成19年中に支払った分の証明書または領収書

  (5) その他出納簿・家計簿等、申告の参考になると思われる書類

２．その他
　　人吉税務署から確定申告書用紙が郵送された方も、一般の方と同じように左日程表に従い、相良村

　役場税務課職員による納税相談を受けて下さい。

　　なお、人吉税務署に直接出向いて申告するよう呼び出しを受けられた方で、呼び出しの対象となっ

　た所得以外の所得がある方、あるいは国民健康保険税・介護保険料・国民年金保険料・扶養等の所得

　控除等を受けることができる方は、同じく日程表に従い、一旦、その分を申告、記載された後に人吉

　税務署に出向かれた方が、より早く申告を済ませることができますので念のため申し添えます。　

　納税相談は、平成19年分の所得税及び平成20年度の村県民税、国民健康保険税を確定するために実

施するものであります。

　したがって、所得申告後あるいは課税後のトラブル等を避けるためにも、所得内容についての質問等

に十分な説明ができる所得者本人が出席のうえ、自らの責任において正しく申告されるようお願い致し

ます。

　なお、申告されないと「未申告」扱いとなり、住民サービス等が受けられない場合があります

ので申し添えます。

平成19年分所得申告に係る納税相談を実施します。

　ただし、所得税の納付または還付には、口座振替または口座振込の利用をお願いすることになり

ますので、該当すると思われる方は、銀行、農協、郵便局等の預金通帳（なお、郵便局の場合、深水、

柳瀬等の簡易郵便局は除きます。）及びその預金通帳に登録してある印鑑を必ずご持参下さい。

　所得税の納付や還付の際、確定申告書に添付するためぜひ必要です。

　ただし、そのコピーは認められませんのでご注意下さい。

記
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平成19年分の所得申告に係る納税相談日程表

期　日

午前 9：00 ～ 12：00月

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

曜

月

火

水

木

金

月

火

水

木

金

月

火

水

木

金

月

火

水

木

金

 日

18

19

20

21

22

25

26

27

28

29

３

４

５

６

７

10

11

12

13

14

午後 1：00 ～４：00
申 告 会 場

割 当 時 間 及 び 割 当 地 区

山手、夜狩尾、椎葉

大谷

上初神

晴山

小森、廻

馬場、高尾野

上松馬場、中松馬場

上園区１班

永江区１班

永江区３班

朝迫

棚葉瀬、新村、堀内、植竹

山本、松葉区２班

松葉区４班、平

蓑毛、三石

新村東

八ツ田、上原

西村、陣ノ内

井沢東

新並木

中ノ原、山口、深水

田代

下初神、中尾、平、小柏

上下坂、平川

立目

宮本

下松馬場

上園区２班

永江区２班

実

前田、境田

松葉区３班

平原、舟場

永江区１班～３班

新村西

十島区２班・３班

井沢西

吉野尾（ニュータウン含む）

生涯学習センター

生涯学習センター

生涯学習センター

生涯学習センター

畜産研修センター

畜産研修センター

畜産研修センター

畜産研修センター

畜産研修センター

畜産研修センター

畜産研修センター

畜産研修センター

畜産研修センター

畜産研修センター

畜産研修センター

畜産研修センター

畜産研修センター

畜産研修センター

畜産研修センター

畜産研修センター
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年金受給者に対する
確定申告書作成説明会の御案内

確定申告書作成説明会を下記の日程で開催します。

記

１開催日時及び場所

説明会には、御都合に合わせて上記説明会場においでください。

２開催時間

３御持参いただきたい書類等

開 催 日 説 明 会 場

20 年２月４日（月）

20 年２月５日（火）

20 年２月６日（水）

20 年２月７日（木）

あさぎり町ポッポー館

人吉カルチャーパレス　第２会議室

人吉カルチャーパレス　第２会議室

多良木町多目的研修センター研修室　２階

午前の部　午前９時30分から

午後の部　午後１時30分から

いずれの会場も同じ時間帯で開催します。

（１）送付された申告書（送付がない方は会場にて交付します。）

（２）筆記具（ボールペン）・計算用具

（３）平成19年分公的年金等の源泉徴収票

（４）他の給与所得のある方は19年分源泉徴収票（中途退職された方など）

（５）健康保険料（税）・生命保険料・地震保険料等の支払証明書等

（６）申告される方の金融機関名・支店名・口座番号の分かるもの

（７）当日申告書を提出される方は印章をお持ちください。

＊e-Tax の開始届出書を提出している方は、税務署から通知された記号番号等の通知

　書と電子証明書（住基カード）を御持参していただきますと、会場から電子申告によ

　り申告ができます。

　お分かりになりにくい点は、人吉税務署個人課税第１部門（電話　２３－２３１３）

にお尋ねください。
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熊本国税局・税務署

e－Tax
さらに便利で使いやすく！
ネットでどこでも申告・納税。

国税電子申告・納税システム

HPからカンタン申告

事 　 前 　 手 　 続

e-Taxを利用して所得税の確定申告をすると…

手続の詳細やご質問についてはe-Taxホームページへ

　国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp)の「確定申告書等作成コーナー」から直接電子申告
ができます。
○利用できる税目　所得税、消費税及び贈与税

○開始届出書を書面又はオンライン（e-Taxホームページ）により所轄税務署長へ提出。

　また、e-Taxソフトはe-Taxホームページからダウンロードしてインストールします。

○e-Taxに利用可能な電子証明書、ICカードリーダ等の取得

　※所得税の確定申告（平成20年2月18日～）間近になりますと、電子証明書発行窓口の混雑が

　　予想されますので、早めに取得していただきますようお願いします。

○利用される金融機関とのインターネットバンキング等の契約（電子納税を利用される場合）

最高5,000円の税額控除

　平成19年分又は平成20年分のいずれか1回、所得税の確定申告の提出を、本人の電子署名及び

電子証明書を付してを期限内にe-Taxを利用して行う場合、所得税額から5,000円（その年分の所

得税額を限度）の控除を受けることができます。

添付書類が提出不要

　所得税の確定申告をe-Taxで行う場合、医療費の領収書や源泉徴収票等は、提出に代えて、記載

内容を入力して送信できるようになりました（なお、書類の内容確認のため、確定申告期限から3

年間、添付書類の提出又は提示を求めることがあります）。

還付金がスピーディー

　e-Taxで申告された還付申告は早期処理しています（3週間程度に短縮）。

１

２

３

　e-Taxホームページ（http://www.e-Tax.nta .go.jp）
※メールや電話での質問も受け付けています。詳しくは、e-Taxホームページをご覧ください。

さらに便利で使いやすく！ ネットでどこでも申告・納税e-Tax
　「国税電子申告・納税システム（e-Tax）」を利用することにより、国税に関する各種手続（①所得

税、法人税、消費税、主税及び印紙税の申告、②全ての国税の納税、③法廷調書の提出などの申請・届

出等）が自宅や事務所にいながらにしてインターネット等で行うことができます。

　e-Taxに関する詳細については、ホームページをご覧ください。

○e-Taxホームページのアドレスは、次のとおりです。

　http://www.e-tax.nta.go.jp
○メールや電話での質問を受け付けています。詳しくは、e-Taxホームページをご覧ください。

電子証明書

人吉税務署　☎23-2311
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① 同じ病気で複数のお医者さんにかからないように

　 しましょう。

② できるだけ診療時間内に受診をしましょう。

③ かかりつけ医をもちましょう。

④ 医師を信頼し、指示を守りましょう。　　　

⑤ 薬をたくさん欲しがるのはやめましょう。

⑥ 生きがいをもちましょう。

　 ○ 受診時間午前９時から午後５時まで ○

＊受診される場合は、医療機関へ連絡してください。

公立多良木病院小児科　　   42－2560

たかはし小児科内科医院     24－2222

やまむら医院　　　　　　　45－0005

堤病院附属九日町診療所小児科　22－2251

人吉総合病院小児科　　　  　22－2191

3日

10日

11日

17日

24日

２月小児科在宅当番医

新成人の皆さん、国民年金の
　　　　　　加入手続きをしましょう

　国民年金は、国が責任をもって運営する公的年金制度です。

　日本国内に住所を有する20歳から60歳までの人が加入して保険料を納付する義務があり、老後等に年

金を受け取ることができます。自営業者、学生などは第一号被保険者に、サラリーマン、公務員は厚生年

金や共済組合に加入すると同時に第二号被保険者に、第二号被保険者に扶養されている配偶者は第三号被

保険者になります。

　国民年金などの公的年金は、やがて必ず訪れる老後の収入を国が約束する制度です。

　また、国民年金は、老後の所得保障だけではなく、病気や事故で障害が残ったり、18歳未満の子を残し

て、父親が亡くなられたときにも年金を支給し、思いがけない人生の「万一」もサポートします。

　加入手続は、第一号被保険者は市区町村役場で、第三号被保険者は配偶者の勤務先などを経由して行い

ます。第二号被保険者は厚生年金保険などの加入手続きに合わせて行いますので、個別の手続は必要あり

ません。

　第一号被保険者となる方は、20歳になったら忘れずに加入手続きをしてください。

　なお、学生である場合など、収入が少ないために国民年金保険料の納付が困難な場合は、申請により保

険料の納付が猶予・免除となる「学生納付特例制度」「若年者納付猶予制度」「保険料免除・一部納付（免除）

制度」があります。この申請を行わないまま、国民年金保険料が未納となっていると、万一の時に障害年

金が受け取れないなど思わぬ事態を招きますのでご注意ください。

老人医療費を大切に老人医療費を大切に 老人医療費が年々増えています。

相良村の平成18年度の老人医療費は

これだけかかりました。

医療費を節約するポイント

平成18年度医療給付額

受給者ひとりあたり約70万円

総額６億2,873万円総額６億2,873万円

入院食事
1,728万円

調剤
8,022万円

医科・入院
2億8,991万円

医科・入院外
2億1,536万円

歯科
1,562万円

訪問介護療養費
528万円

現金給付
502万円

【問合せ先】国保係

【問合せ先】国保係
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75歳以上の方へ

後期高齢者医療制度の
保険料率が決定しました。

　平成２０年４月から、熊本県内に住所を有する７５歳以上の全ての人（６５～７４歳で一

定の障害がある人を含む。）は、「後期高齢者医療制度」を受けることになります。

　この「後期高齢者医療制度」では、保険料が個人単位で賦課され、納付（年金からの差し

引きや口座振替など）していただきます。

　保険料の賦課額は、被保険者一人ひとりにかかる均等割額と、被保険者の前年の所得に応

じて算定する所得割額（基礎控除後の総所得金額等×所得割率）との合計となります。

　この、均等割額と所得割率は熊本県内で原則均一となり、２年ごとに見直しがあります。

　しかし、平成１５年度から平成１７年度までの一人あたり老人医療給付費が県内平均老人

医療給付費より２０％以上低い市町村においては、６年間、不均一保険料率により算定され

ます。

　相良村の保険料率は次のとおりです。

　この他に、被保険者又はその世帯の世帯主が災害により財産に著しい損害を受けたときや失

業によりその収入が著しく減少したときなどは、保険料の減免を受けられることがあります。

県内一人当たりの平均保険料額・・・７７ , ６００円（６１ , １００円）

（　）内は、軽減措置（均等割額を７割、５割、２割減額）後の平均保険料額となります。

被保険者の半数近くは、この軽減措置により年間保険料額１４ , ０００円となります。

①　国民健康保険と同様に、所得が少ない被保険者の方には、同一世帯の被保険者及び世帯

主の総所得金額により、均等割額の７割、５割、２割の軽減があります。

②　被用者保険（社会保険や健保組合等）の被扶養者であった方は、制度加入時から２年間、

所得割額が賦課されず、※均等割額５割軽減されます。

※平成２０年度のみ、さらに均等割額の特例があります。

・平成２０年４月から９月まで・・・・・・均等割額が全額免除

・平成２０年１０月から翌年３月まで・・・均等割額が９割軽減

相良村の保険料率（平成２０・２１年度）

保険料の軽減について

後期高齢者医療保険料の賦課限度額は、一人当たり５０万円となります。

保険料を算定するにあたり、次のような軽減措置があります。

相良村の
保険料率

熊本県均一保険料率

均等割額 所得割率

39,900 円 7.36％

46,700 円 8.62％



広 報 14

モデルケース別保険料

保険料の納付方法

特別徴収 普通徴収

※７８歳の公的年金受給者で、年金収入のみの場合

例１）１人世帯の方で、公的年金収入が７９万円の場合

均等割　11,900円　＋　所得割　　　０円　＝　年額　11,900円
　　　（７割軽減）

例３）自営業の子供（世帯主）と同居している場合（国民健康保険加入）
�　（本人　公的年金収入　79万円、子供　営業所得　400万円）

均等割　39,900円　＋　所得割　　　０円　＝　年額　39,900円
　　　（軽減なし）

例２）２人世帯の方で、公的年金収入が夫１９９万７千円、
�　　妻７９万円の場合

均等割　31,900円　＋　所得割　　　０円　＝　年額　31,900円
　　　（２割軽減）

均等割　31,900円　＋　所得割　34,300円　＝　年額　66,200円
　　　（２割軽減）

・夫の後期高齢者医療保険料

・妻の後期高齢者医療保険料

例４）会社員の子供（世帯主）と同居している場合（社会保険加入）
�　（本人　公的年金収入　79万円、子供　給与収入　400万円）

均等割　19,900円　＋　所得割　　　０円　＝　年額　19,900円
　　　（５割軽減）

均等割　  1,900円　＋　所得割　　　０円　＝　年額　  1,900円

※　被用者保険の被扶養者については、激変緩和措置として、制度加入時か
ら２年間、所得割は課さず、均等割額を５割軽減します。

　　ただし、平成２０年度のみ、さらに均等割額の特例があります。

平成２０年４月から９月まで・・・・・・・均等割額　　　０円／６ヶ月
平成２０年１０月から翌年３月まで ・・・・均等割額　1,900円／６ヶ月

　後期高齢者医療制度の保険料は、介護保険と同様に、年金からの差

し引き（特別徴収）と納付書等での納付（普通徴収）方法があります。

　年金受給額が年額１８万円以上あり、後
期高齢者医療保険料と介護保険料との合算
額が年金受給額の２分の１を超えない方。

１　年金受給額が年額１８万円未満の方。
２　後期高齢者医療保険料と介護保険料との合算

額が年金受給額の２分の１を超える方。

⇒年金から差し引きされます。 ⇒納付書又は口座振替により相良村へ
　納付していただきます。

問い合わせ先　国保係 または 熊本県後期高齢者医療広域連合　☎０９６－３６８－６５１１
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新型インフルエンザとは？
世界的流行が心配されている新型インフルエンザに対し、政府は行動計画を定めて、
発生に備えた対応を行っています。詳しくは、厚生労働省HP「新型インフルエンザ対策関連情報」まで。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/index.html

インフルエンザ等 感染症相談窓口 TEL.03-3200-6784 FAX.03-3200-5209
NPO法人　バイオメディカルサイエンス研究会　E-mail  info@npo-bmsa.org

インフルエンザホームページ
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/index.html

　児童福祉法 25 条及び児童虐待防止法第 6 条では、子どもが健全に育てられるために、虐待を受けてい

る子どもを発見した者（虐待と思われる場合でも）は、市町村または児童相談所等に通告することが義務

づけられています。

　そこで、虐待であるかどうかの判断よりも子どもの生命や権利を守る事を優先して通告してください。

※虐待と思われる場合とは、「怒鳴り声とともに、子どもの泣き叫ぶ声がよく

　聞こえてくる」、「不自然な痣（アザ）がよくできている」など。

　通告を受けた市町村や児童相談所は、通告の内容や通告された方についての情報を当事者などに教え

る事はありません。子どもの生命や権利を守るために、勇気を持って通告してください。

　◎ 相良村役場　保健福祉課　福祉係　☎３５－１０３２

　　※ ＤＶ（パートナーからの暴力）のご相談も受け付けております。

　◎ 八代児童相談所　☎０９６５－３３－３１１１

虐待かな？と思ったら

【問合せ先】福祉係

子ども虐待

虐待に気づいた人の通告義務

通告についての秘密保持

通告・相談先

厚生労働省

マスクをせずに咳やくしゃみをすると、ウイルスが2ｍから3ｍ

飛ぶと言われています。そこで必要なことが「咳エチケット」

「咳エチケット」とは？

○咳・くしゃみの際にはティッシュなどで口と鼻を押さえ、周りのひとから顔をそむけましょう。

○使用後のティッシュは、すぐにフタ付のゴミ箱に捨てましょう。

○症状のある人はマスクを正しく着用し、感染防止に努めましょう。

その他、インフルエンザ予防のためにできること

◆外出後のうがいや手洗いを日常的に行いましょう。

◆十分に栄養や睡眠をとり、体力や抵抗力を高め、体調管理をしましょう。

◆ワクチン接種を希望される方は、お近くの医療機関にご相談下さい。

なお、高齢者の方（原則65歳以上）がインフルエンザ予防接種を希望する場合は、

予防接種法（定期の予防接種）の対象者として接種を受けることができます。

お問い合わせ先 厚生労働省健康局結核感染症課
厚生労働省ホームページアドレス
http://www.mhlw.go.jp

日本医師会感染症危機管理対策室
日本医師会ホームページアドレス
http://www.med.or. jp

国立感染症研究所・感染症情報センター
ホームページアドレス
http://idsc.n ih.go.jp/index-j .html

11/9　3/31▼
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生涯学習のひろば生涯学習のひろば生涯学習のひろば
いつでも どこでも だれでも いま広がる 生涯学習いつでも どこでも だれでも いま広がる 生涯学習いつでも どこでも だれでも いま広がる 生涯学習

第３回歴史教室（多良木町編） 四浦和紙づくり研修会

相 良 村 生 涯 学 習
フェスティバル開催決定！

生涯学習センターをご利用下さい！

　12月22日（木）午前９時から、生涯学習センタ

ー主催「第３回歴史教室」が開催されました。

　今回の学習場所は、多良木町。同町教育委員会

魚住雅彦さんから、町の文化・歴史について説明

を受け、町内13ヶ所を学習しました。三十三観音

の一つである栖山観音堂、６世紀後半に作られた

赤坂古墳、国指定重要文化財の青蓮寺阿弥陀堂など、

盛りだくさんの内容を学習することができました。

  次回は、今年１月に湯前町の歴史を学習予定で

す。実物を見てまわることによって、歴史への関

心がますます高まりました。

　相良村生涯学習センターでは、昨年度に続き下

記のとおり生涯学習フェスティバルを開催します。

四浦和紙づくり体験、四浦こんにゃくづくり体験、

絵本のおはなし会、グラウンドゴルフ大会など楽

しいイベントを企画しています。

　詳しくは来月号でお知らせいたします。

　　　　　　　　　　　記

１　期日　平成20年２月24日（日）午前９時～

２　場所　相良村生涯学習センター

　生涯学習センターでは、様々な生涯学習講座を

開催しております。

　その他、みなさんが学習活動に参加しやすいよ

うに、様々な方法で学習者を側面から支援してい

きますので、お気軽にご相談下さい。

　また、様々な特技をお持ちの方、地域の生涯学

習活動に役立ててみませんか？

　自薦、他薦は問いません。生涯学習センターが

サポートし、その特技を活かした講座の企画を実

現いたします。

活動例：スポーツ、手芸、書道、パソコン等

◎問合わせ：教育委員会（TEL３５-１０３９）

　　　　生涯学習センター（TEL３６－０１２１）

　12月26日（水）午後１時から、生涯学習センター
において、人吉球磨五高校家庭科教諭の研修の一環
として「四浦和紙づくり研修会」が開催されました。
　この日は、11名が参加し、四浦和紙保存会の迫田
鶴夫さんと池井浩之さんを講師に、和紙づくりにつ
いての説明があり、参加者はさっそく３班に分かれ
て、和紙づくりを体験しました。
　紙の原料であるかじの原木の皮をむく作業、木の
棒で何度もたたいて繊維をほぐす作業、くだいたか
じの繊維をすき舟（木製の水槽）に入れ、紙をすく
作業をそれぞれ体験しました。
　生涯学習センターでは、現在村内小学校の卒業証
書づくりを行っております。和紙づくりに興味があ
る方は、是非生涯学習センターまでお問い合わせく
ださい。（℡３６－０１２１）

生涯学習マスコット「マナビィ」

楽しいイベントが盛り

だくさん！

みんな遊びにきてね！
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相良村奨学資金貸与のご案内
　相良村では、向学心に富み、有能な素質を有する学生又は生徒であって、経済的理由により修学が困難

な者に対し奨学資金を貸与しています。

１． 対象者

（１） その者が一にする生計の主たる維持者が、相良村内に居住していること。（２）心身が健全で、学力

　　が優れていること。（３）学資の支弁が困難であること。（４）独立行政法人日本学生支援機構その他

　　教育委員会規則で定められている法人から、現にそれぞれの育英資金などの貸与に相当する学資の貸

　　与を受けていない者であること。（５）貸与した奨学資金の返還が確実であると認められること。

２． 資金の種類及び貸与金額

３． 貸与条件

（１） 貸与利率：無利子

（２） 返済期間：大学等卒業の日、専門課程の終了の日から１年を経過した日の属する月の翌月から貸与　

　　期間に２を乗じた期間　　（例）４年大学で４年間貸与した場合・・・４年×２＝８年間で返還

（３）返済方法：年賦、半年賦又は月賦

４．申込方法

（１）申込書の受付は、平成 20 年３月３日から３月 28 日までとします。

（２）申請書類は、平成 20 年２月 20 日から教育委員会で交付します。

５．貸与決定

（１）奨学生（貸与）の決定は、奨学生選考委員会に諮り、平成 20 年４月 20 日頃までに決定する予定です。

【問合せ先】教育委員会　☎３５－１０３９

種類

区分

国立及び公立

私　立

国立及び公立

私　立

月額 30 ,000 円

月額 40 ,000 円
一時金 50 ,000 円

一 　 般 　 貸 　 与 入学支度金貸与

貸与

金額

大学又は専門課程に在学する者（高

等専門学校の第４学年以上の学年

に在学する者を含む）

高等学校に在学する者（高等専門

学校の第１学年から第３学年まで

に在学する者を含む）、中等教育学

校の後期課程に在学する者

私立の高等専門学校又は私立の高

等学校及び中等教育学校の後期課

程に入学した者

月額 15 ,000 円

月額 20 ,000 円

防衛省自衛官採用試験 2 等陸海空士（3 次募集）
◆応募資格　

◆受付締切　

◆試 験 日 　

◆試験場所

◆合格発表

18 歳～ 27 歳未満の男子

平成 20 年 2 月 13 日（水）　※締切日必着

平成 20 年 2 月 16 日（土）

受験者へ後日連絡

試験科目

①国語・数学・社会（各 10 問）

②作文

③口述試験及び身体検査

平成 20 年 2 月下旬

●問 合 せ 自衛隊熊本地方協力本部　人吉地域事務所（TEL ２２－４７０４）
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　高齢者の方やその家族の抱える様々な心配事や悩み事に対するご相談に応
じています。

 一 般 相 談
　どんなことでも結構です。どこに聞いて良いのかわからない場合でも、ま
ずご相談ください。
○相談日時　月～金曜日・第１日曜日　９時～16時（祝日・振替休日は除く）

 専 門 相 談
　一般相談で解決が難しい相談には、専門の相談員（医師、一級建築士、税
理士、弁護士）が相談日を決めてご相談に応じます。
　相談日、時間等が違いますので事前にお電話ください。

　★高齢者の方にお仕事を紹介する「高齢者無料職業紹介所」も設けています。

１ .　日　　時　　平成 20 年２月 13 日（水）

　　　　　　　　 午前 10 時～午後３時

２ .　場　　所　　「カルチャーパレス」コミュニティ棟会議室

　　　　　　　　 人吉市下城本町１５７８－１　（ＴＥＬ０９６６－２４－３３１０）

３ .　相 談 員　　人吉調停員 10 名（弁護士を含む）

４ .　相談内容　　金銭問題、土地・建物問題、家庭・家族問題、その他

問合せ先　０９６－３５５－６１２１　熊本県調停協会連合会事務局（熊本家庭裁判所内）

シルバー１１０番
（熊本県高齢者総合相談センター）

高齢者の悩み・心配事、
まずはお電話ください。

まずはお電話ください。（０９６）３２５－８０８０
サーニッコリ　　  ハ レ バ レ

熊本市南千反畑町３－７（県総合福祉センター１Ｆ）
ホームページアドレス　http://www.sawayaka.or.jp

無料調停相談会無料調停相談会

募 集 数
応 募 締 切
応 募 要 件
調 査 内 容

調 査 期 間
謝 礼
応 募 方 法

連 絡 先

10,000 世帯
2008 年２月 15 日着
灯油又はプロパン利用世帯
１）月別の使用量、金額
２）利用環境（家族人数等）など基礎事項
平成 20 年４月から平成 21 年３月まで。回答は６ヶ月毎の２回
図書カード￥2,000
１）ホームページ　http://oil-info.ieej.or.jp/
２）ＦＡＸ「灯プロモニター希望」と明記の上、住所、氏名、電話番号、

使用している燃料　イ）灯油　ロ）プロパン　ハ）灯油・プロパン両
方を０３－３５３４－７４２２にＦＡＸ

石油情報センター　０３－３５３４－７４１１　担当　大塚、古藤（ことう）

石油情報センター　灯油プロパン消費者モニター募集（総務省承認統計調査）
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自動車事故被害者への無利子貸付
　独立行政法人自動車事故対策機構（ＮＡＳＶＡ）では、自動車事故により保護者の方が亡くなられたり、

重い後遺障害を残すこととなったご家庭のお子様の健全な育成が図られるよう、中学校卒業までの成長期

における経済的な手助けを行うため無利子の貸付けを行っております。

詳しくは　独立行政法人　自動車事故対策機構（ＮＡＳＶＡ）

　　　　　東京都千代田区麹町６－１－２５　上智麹町ビル

　　　　　☎０３－５２７６－４４８２　Fax０３－３２３９－９３３６

　　　　　HP　http://www.nasva.go.jp

☆
毎
月
木
曜
日
は
「
読
書
の
日
・
ノ
ー
テ
レ
ビ
デ
ー
」
…
テ
レ
ビ
や
ゲ
ー
ム
か
ら
離
れ
て
、
読
書
習
慣
の
基
礎
が
つ
く
れ
る
よ
う
、
み
ん
な
で
積
極
的
な
働
き
か
け
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

日 月 火 水 木 金 土

変更になる場合もあります。２月の行事予定

3 4

10 11 12 13 14 15 16

5 6 7 8

1

9

2

17 18 19 20 21

26

22

2927

23

282524

◆母子健康手帳
交付・母親学級(受
付9:00～9:20役
場１階保健室）～
11:00まで

◆母子健康手帳
交付・母親学級(受
付9:00～9:20役
場１階保健室）～
11:00まで

◆３歳児健診
（H16.７～９月生）

●読書の日・ノー
　テレビデー

◆子育て応援事業
　ちゃちゃクラブ
申込先  36-0211 ◆３～４か月児健診・

　ＢＣＧ接種（H19.10.
　６～11.５生）
◆社会保険出張相談
　(受付9:00～11:30，
　13 :00～14 :30）
　人吉総合病院

◆社会保険出張相談
　(受付9:00～11:30，
　13 :00～14 :30）
　多良木町役場

●カラオケ教室（夜間）

●カラオケ教室（夜間）●カラオケ教室（午前）

●手編み教室（午前）

●カラオケ教室（午前）

●手編み教室（午前）

●総合体育館休館日

●総合体育館休館日

●総合体育館休館日

●総合体育館休館日

●読書の日・ノー
　テレビデー

●読書の日・ノー
　テレビデー

●家庭の日

建国記念の日

●生涯学習センター
フェスティバル

●読書の日・ノー
　テレビデー

◆保健福祉関係　●教育委員会関係等

★２月は国民健康保険税第10期・固定資産税第４期の納付月

です。納め忘れのないよう便利な口座振替のご利用を！

★保育料は毎月納期限内に納めましょう！

保育料の納期は毎月25日です。

（25日が土・日の場合は、翌日になります。）



広 報 20

 

香
典
返
し
（
12
月
分
）

　

 

相
良
村
社
会
福
祉
協
議
会
へ

　
　
　
　
　
　
　
　

(

敬
称
略)

相良村の人口と世帯
（12月末現在）

世帯数　1 ,704 世帯 （　1）

男　性　2 ,527 人 （△ 5）

女　性　2 ,859 人 （△ 16）

合　計　5 ,386 人 （△ 21）

（　）内は、先月末との差

わがやのいちばん

　

（
寄
付
者
）  

（
区
名
）

大
塚　

初
子　
　

（
松
馬
場
）

丸
目　

照
治　
　

（
松
馬
場
）

筒
井　

富
貴
子　

（
並
木
野
）

坂
口　

喜
美
子　

（
中
四
浦
）

阿
川　

清
美　
　

（
中
央
）

健闘！総合7位

～募集します～
　わがやのいちばんでは、子ども（赤ちゃん）の応募

をお待ちしています。誕生日の記念などにいかがで

しょうか？

【問合せ先】総務課企画係　☎35 － 1030（直通）

　12月16日（日）に第55回球磨一周市町村対抗熊日駅伝大会が開催され、本村からも１チーム

が出場しました。人吉城跡ふるさと歴史の広場をスタート・ゴールとし、８区間52.71ｋｍを20

チームが激戦を繰り広げられました。

相良村は、７位入賞と好成績をおさめられました。

金一封を寄付
　相良技術研究会（田中清綱会長、加盟 17 社）

から、相良村社会福祉協議会が行う「餅つき会」

に役立ててもらいたいと、金一封を贈られまし

た。役員３名で村長室を訪れて、矢上村長（相

良村社会福祉協議会会長）に手渡されました。

監督　山之内信利

選手　１区　杉枝　真二

　　　２区　廣田　健生

　　　３区　重冨　裕幸

　　　４区　横溝　竜也

　　　５区　竹松　宏文

　　　６区　　音　　舞

　　　７区　濱崎　明彦

　　　８区　福山　誠司

お父さん　岩川　幸平さん

お母さん　　　　亜紀さん

岩
川　

琉
亜
ち
ゃ
ん

　
　
　
　
　
　

（
中
四
浦
）　

Ｈ
19
・
１
月
生
ま
れ

（お母さんから）
　　　　元気に育ってね！




